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関西電力送配電株式会社 

 

当社は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施

行規則」および電力広域的運営推進機関（広域機関）の「送配電等業務指

針」において定められている「優先給電ルール」に基づき、「電気事業法に

基づく電力広域的運営推進機関への要請※（下げ代不足融通）」を実施し、

本日の１２時から１６時において、最大で６１万ｋＷ*を他エリアに送電

しました。 

 

本日の需給状況については、昨日の想定段階から、電力需要が減少し、

また、太陽光発電の出力が増加したことから、供給が需要を上回ることが

見込まれたため、当該時間帯において、下げ代不足融通の要請を行ったも

ので、広域機関から他の一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド株式

会社、北陸電力送配電株式会社）に送電するよう指示を受けました。 

なお、「優先給電ルール」に基づけば、当該要請を行う前に再生可能エ

ネルギー（太陽光・風力）発電事業者に対して、出力制御の指示を実施す

ることになりますが、前日段階の想定では供給が需要を上回る想定ではな

かったことから、出力制御の指示は実施していませんでした。 

 

当社は今後も引き続き、電力の安定供給に万全を期しながら、さらなる

再エネ発電設備の導入拡大に取り組んでまいります。 

 

※電気事業法第２８条の４４第１項及び業務規程第１１１条第１項の規定に基づき、

当該エリア内で手を尽くしてなお需給バランスを保つ供給力の下げ代が不足し、供

給力が過剰となるおそれがある場合に、広域的な融通を行い、電気の需給の改善を

図るものです。 

 

以 上 

 

 

＊本文の一部を訂正しています（６０万ｋＷ → ６１万ｋＷ）。 

 



 

＜参考：優先給電ルール＞ 

 

 

 


